
 

 

デジタル統括室理事等専決要綱  

 

（趣旨等） 

第１条  この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市事務専決規程（昭和

38年達第３号）第25条第１項の規定に基づき、デジタル統括室長等の専決事

項のうち理事、部長及び課長が専決することができる事項について定めるも

のとする。 

２  この要綱の定めるところにより専決することができることとされた事項

であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認

めるものについては、上司の決裁（承認を含む。）を受けなければならない。  

（定義） 

第 ２ 条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 部長 担当部長をいう。 

(2) 課長 担当課長をいう。  

（理事専決事項）  

第３条  理事の専決できる事項は、次のとおりとする。  

(1) スマートシティ推進担当部長の宿日直、時間外勤務、休日勤務、休日の

振替その他勤務に係る命令、休暇（介護休暇及び介護時間を除く。）の承

認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること  

(2) スマートシティ推進担当部長の職務に専念する義務の免除に関するこ

と。ただし、別に定めるものを除く。（定例のものに限る。）  

(3) スマートシティ推進担当部長に対する内国出張（市内出張及び宿泊を伴

わない本市近接地の出張を除く。）を命ずること（出張期間が長期（３泊

４日以上）のものを除く。）  

(4) 所管業務に係る照会、回答、諮問、届出、報告、通知、申請、進達、副

申等に関すること  

（部長共通専決事項）  

第４条 部長の専決できる事項は、次のとおりとする。  

(1) １件70,000,000円未満の物件（不動産及び統括用品を除く。）の定例の

調達決定に関すること  

(2) 不動産以外の物件の定例の借入れの決定に関すること  



 

 

(3) 配当及び配付予算の範囲内における経費の支出を伴う定例の事務事業

の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を

伴うものを除く。  

(4) 事務事業における定例の業務の委託決定に関すること  

（戦略担当部長専決事項） 

第５条 戦略担当部長の専決できる事項は、次のとおりとする。  

(1) 配当及び配付予算の範囲内における定例の経費の支出決定に関するこ

と。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。 

（課長共通専決事項）  

第６条 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。  

(1) １件70,000,000円未満の物件（不動産及び統括用品を除く。以下この号

において同じ。）の定例確定的な調達決定又は１件 5,000,000円以下の物件

の定例の調達決定に関すること  

(2) 不動産以外の物件の定例確定的な借入れ又は賃料の年額が 5,000,000円

以下の不動産以外の物件の定例の借入れの決定に関すること  

(3)  配当及び配付予算の範囲内における定例確定的経費の支出を伴う事務

事業又は１件 5,000,000円以下の経費の支出を伴う定例の事務事業の施行

決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うも

のを除く。 

(4) 事務事業における定例確定的な業務の委託決定又は１件 5,000,000円以

下の定例の業務の委託決定に関すること  

（総務担当課長専決事項） 

第７条 総務担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。  

(1) 配当及び配付予算の範囲内における定例確定的経費又は１件 5,000,000

円以下の定例の経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務

事業の内容の変更を伴うものを除く。  

 

   附 則 

 この要綱は、令和７年11月１日から施行する。  

 

 


